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１．自主行動計画フォローアップ調査結果概要①（重点三課題）
 経産省所管の自主行動計画策定業種（8業種26団体）が9～11月に調査を実施。
 回答率は34%と上昇（昨年25％）。（今年度:対象7,065社、回答2,416社）
 世耕プラン重点３課題（①原価低減要請、②型管理、③支払条件）について、
〇：「原価低減要請（受注側）」「下請代金の現金払い（発注・受注側）」は改善。
✖：「型管理の適正化（受注側）」は改善の動きが鈍い。
※なお、本調査は当該年度内での実施状況について、各項目ごとに調査。
（回答例：①概ねできた（実施済）、②一部できた（実施中）、③できなかった（未実施）の3択）

設問 発注／受注 平成29年度 平成30年度

①不合理な原価低減要請を行わない／受けていない
（※「実施済」と答えた企業の割合）

発注 81％ 81％
受注 40％ 51％

②－１型管理の適正化（※1）
型の返却・廃棄の促進
（※「概ねできた」と答えた企業の割合）

発注 39％ 39％

受注 23％ 15％

②－２型管理の適正化（※1）
型の保管費用の発注側負担
（※「概ねできた」と答えた企業の割合）

発注 32％ 40％

受注 17％ 13％

③－１下請代金をすべて現金で
支払っている／受け取っている

発注 49％ 53％
受注 26％ 28％

③－２下請代金支払の手形等のサイトが６０日以内
発注 14％ 13％
受注 10％ 12％

※ ②-1、②-2について、電機・情報通信機器は、発注側・受注側の区別がないため、30年度の集計から除外。

＜世耕プラン重点三課題改善割合＞

(↘)

(↘)

(↘)

(↗)

(↗)

(↗)
(↗)

(↗)
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①業界別
• 自動車、建設機械では、全ての項目で改善が進む。特に建設機械の発注側では、下請代金の
現金払いが、約1割から約5割になり、大幅に改善。

• 「原価低減要請の改善」は、ソフトウェアの発注・受注ともに、9割以上が改善。一方で、自動車
部品、電機・情報通信機器は、発注・受注間で3割以上の差があり、認識のずれがある。

• 「支払条件」は、産業機械、工作機械では発注・受注ともに、「50％以上手形を使用している」
企業が、他業種と比較して高い状況。（発注・受注ともに全体で5割以上）

• 「型管理の適正化」は、特に素形材の受注側の動きが鈍い。
（型の返却・廃棄の促進について、一部実施を含め、昨年の48%から45%に微減）

②自主行動計画の周知・浸透状況
• 発注側は全業種で着実に浸透（平均7割）。
• 受注側は自動車部品、素形材、繊維で微減（平均5割）。
③取引対価へのコストの反映状況（労務費・原材料価格・エネルギー価格）
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２．自主行動計画フォローアップ調査結果概要②（業種別・その他）
 自動車、建設機械は重点三課題全てが改善。
 業界間での進捗の度合いに差が生じてきており、業界ごとの課題も明らかになってきた。
 取引対価へのコストの反映状況について、発注側と受注側での認識のずれは、昨年と比較して
改善しているものの、依然3割以上の差がある。

労務費 原材料価格 エネルギー価格
概ね反映できた 概ね反映できた 概ね反映できた

29年度 30年度 29年度 30年度 29年度 30年度

発注側 53% 57% 77% 69% 56% 55%

受注側 12% 20% 35% 36% 13% 21%

差分 41％ 37％ 42％ 33％ 43％ 34％



① 自主行動計画等の周知・浸透状況
• 認知度は３割程度に留まっている。
（下請法の認知度が9割以上）

② 業況及び取引対価のコストについて
• 「原材料価格」や「人件費」については、増加傾向と回答した企業が8割以上と極めて高い。
③ 世耕プラン重点三課題の改善状況

• 改善事例数の割合は多くの業種で上昇。全体で昨年の3割から4割へと上昇。
• 「支払条件」は改善傾向。一方、「型管理」については、取組の動きが鈍く改善が必要。
④ 業界別

• 自動車や建設機械の「支払条件」は改善。
• 繊維は、具体的改善事例が少なく、
依然として歩引きも存在。

• 金型製造代金の分割払いなど、
業界特有の問題のある商慣行が依然存在。 3

３．下請Gメンヒアリング調査概要
 今年4月から10月までの3,012件の下請中小企業ヒアリング結果を集計。

（※累計6,043件(平成29年1月以降))
 自主行動計画等の取組の認知度は3割程度と低い状況。
 全体の傾向として、支払条件は着実に改善。一方、型管理の適正化の取組が課題。

＜自主行動計画または運用基準改正いずれかの周知状況＞

分類別 H29.1～H30.3
（3,031件）

H30.4～10
（3,012件）

価格交渉関連 7% 9%

支払条件関連 17% 23%

金型関連 17% 16%

全体 32% 42%

＜改善事例数の割合＞
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４．今後の対応策

１．型管理等の適正化に向けた更なる取組
○ 公取委・中企庁が連携して、金型製造代金の支払方法や所有権、管理適正化等につい

て、約3万社（発注側：約3千社、受注側：約3万社）に対して取引実態調査を実施。
（年末より調査票を発送し、来年3月を目途に結果を公表予定。）

○ 実態調査を踏まえ、問題となる商慣行等の是正策や、型管理のアクションプランのさらなる
推進策等を検討していく。

２．業界別や地域別でのきめ細かな周知等の徹底
○ 来年1月以降、国と各業界団体等が連携し、下請法違反事例の共有や分析を通じて、

業界特性に応じた対応策の検討や、下請事業者向けの「業界別自主行動計画普及セミ
ナー（仮称）」の開催、新たな広報・周知の方法等を検討。

○ 各地域で開催している「取引適正化推進会議」を、来年度以降も継続的に開催し、
地方の企業に対して、取引適正化の取組等を説明し、各企業単位での実行を直接働きか
ける。

 今回の調査結果により、重点三課題や業界ごとでの進捗度合いの違いが明らかとなってきた。
 重点三課題については、「型管理の適正化」の進捗が遅れており、取組を加速させる必要がある。
 今後は、業界ごとや地域ごとのきめ細かな対応策や周知方法等を検討する。
 同時に、各企業に対して自主行動計画の更なる浸透も図る。
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【参考①】金型に係る取引実態の調査について

1. 調査内容
① 金型の支払方法（一括払い、分割払い等）

② 金型の所有権の所在等

③ 金型の管理適正化（金型の廃棄・返却の促進、金型の保管費用の負担）
2. 調査対象

○ 発送数：約3万社（発注側約2,900社、受注側約30,000社）（重複を含む）

○ 発送先：自主行動計画策定団体会員企業（※）及びその企業と直接取引をしている企業
※金型を扱っている自動車、産業機械、電機・情報通信機器、素形材に限定

3. 実施主体
○ 中小企業庁と公正取引委員会の連名にて調査を実施。

4. 調査時期
○ 年内に調査票を事業者に発送。年度内に結果を公表予定。

 金型に係る取引の実態について、公正取引委員会と連携して実態把握のための調査を実施。
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【参考②】下請取引条件改善に向けた広報活動について

 新聞やチラシを通じて、下請取引条件改善に向け、メディア・タイアップによる広報を実施。

平成30年12月21日(金)朝刊【日本経済新聞】 平成30年12月21日(金)朝刊【日刊工業新聞】
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